
認定こども園

園長室便り

＼感謝の気持ちを込めて／

2月18日（金）、園内お別れ会を行いました。
事前に、年中さんと年少さんから配られた招待状を手に持ち、これから始まるお楽しみに、ワクワ

クしながらホールに集る年長さん。

お別れ会では、年中さんと年少さんが１クラスずつステージに上がり、それぞれ出し物を披露しま
した。各クラスの思考を凝らした発表に、招待された年長さんからたくさんの拍手が送られました。

各クラスの発表が終わった後には、感謝とお礼の気持ちを込めてプレゼント交換が行われ、とって
も盛り上がったお別れ会になりました(#^^#)



ママがいなくても、がんばる！！

先月から、ぱちぱちルームの「母子分離」が行われています。

ママと離れる時、寂しくて泣いてしまう子もいましたが、ちゃんと
気持ちを切り替えて、広～いホールを走り回ったり、ブロックで遊ん
だり、ままごとをして遊んだりと、それぞれ遊びを楽しんでいました。

おやつを食べる前、ママがホールに入ってくると、子ども達の顔は
笑顔でいっぱいでした(#^^#)

４月からの幼稚園生活に向け、心の準備のための母子分離ですが、
幼稚園入園に向けて乗り越えて欲しいですね。

頑張れ！！ぱちぱちのお友だち＼(^o^)／

令和4年度「年間行事」について

現在、令和４年度の「年間行事予定」を作
成しています。
今尚、新型コロナウイルス感染症の先行き

が、見通せない状況ではありますが、行事予
定は例年通りの形で計画をしています。但し
、今後の感染状況次第では、予定していた行
事等が、中止や変更となることも考えられま
すので、予めご了承下さい。
次回の園長室便りにて、４月の行事予定を

お知らせします。

本園は、子ども子育て支援法に則り、施設型給付費を受け取ることで、日々の園運営を行っ
ております。この施設型給付費は、支給認定を受けた保護者に対する個人給付の性質をもつも
のですが、確実に教育や保育に要する費用に充てるため、市町村から本園に直接支払いが行わ
れています。この仕組みを「法定代理受領」と言います。そして、本園にはこの代理受領額を
保護者の皆様へお知らせする義務があります。

「3月分の保育料」について

3月分の預かり保育料は、事務処理の都合
上、4月に引き落としとなります。年少・年
中児は、4月に明細をお配りしますが、年長
児には、郵送となりますで予めご了承下さい。

転勤等による退園や住居の移動がありまし
たら、速やかに幼稚園にお知らせ下さいます
ようお願い致します。

今年度、本園が代理受領した金額は、各支給認定子どもの公定価格から利用者負担額を差し
引いた額となります。具体的な金額につきましては、学園のホームページをご覧下さいますよ
うお願いします。

各種届出について

施設型給付費に係る「法定代理受領額」のお知らせ

～卒園式に向けて～

幼稚園生活最後の行事、卒園式の練習が始まっています。

「大きな声で返事をする」「格好よく歩く」「姿勢よく座る」など、
お父さんやお母さんに成長した姿を見てもらうため、子ども達も
真剣に練習に取り組んでいます。

卒園式当時は、きっと成長した姿をみせてくれると思います。


